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（はじめに）【子どもの権利サポート委員より】 

子どもの権利サポート委員会活動について 

 

子どもの権利サポート委員会 委員長 田中 賢一 

 

 

宝塚市子どもの権利サポート委員会（以下、「サポート委員会」といいます）

が設置され、５年目となります。私が、この１年間で感じたことを以下記した

いと思います。 

 

１ 子どもの思いを大切にすること 

平成３０年度は、相談件数が、前年度と同程度の件数となりました。 

本制度で一番大切なのは、親でも学校でもなく、子ども自身であるという点は、

いくら強調しても強調しすぎることはないと思います。 

ただ、１人１人の子どもを大切にするとともに、１人でも多くの子どもの悩み

を解決し、１人でも多くの子どもの権利が守られることも重要です。 

今後も、より多くの子どもにサポート委員会の存在を知っていただき、アクセ

スしてもらえるように、実効的な広報活動に努めて参りたいと思います。子ど

も向けの広報のあるべき姿等につきましては、浜田委員の後記文書をご覧くだ

さい。 

 

２ 子どもからの直接の相談 

サポート委員会の特徴として、保護者からではなく、子どもからの直接の相

談が多い（約７０パーセント）ということがあげられます。 

サポート委員会が、大型児童館の中に設置されていることも、その要因かもし

れませんが、サポート委員会としては、これからも子どもから、直接、相談し

てもらえる存在でありたいと思います。 

そのためには、子どもに理解してもらえる広報を継続していくとともに、子ど

もから相談があった場合は、子どもと同じ目線で、子どもと一緒になって考え

ていくようにしたいと思います。 

１つ１つのケースを大切をすることが、最も重要な広報活動でもあると思いま

す。 
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３ 子どものための連携と情報共有について 

当委員会の活動に携わっていると、当委員会だけで解決できる案件は、それ

ほど多くないことに気付かされます。 

学校での子どもの悩みであれば、学校の先生はもちろん、ＳＣ、ＳＳＷ等多く

の方々が関わっていただいて、初めて問題が解決することが多いと思います。

当委員会が、上から物事を解決しようとしても、うまくいきません。子どもに

携わる関係者の支援の輪があって、そして、その輪の中心に子どもがいて、初

めて子どもの悩みが解決し、子どもの権利が守られるのだと思います。 

しかし、まだまだ、様々な機関同士の連携が十分とはいえないと思います。ま

た、宝塚市には、様々な相談機関もありますが、相談機関同士の連携も進んで

いないと思います。今後、諸機関の連携が進むよう、当委員会も積極的に活動

したいと思います。令和元年８月３１日開催予定の当委員会活動報告会でも、

子どものための連携をテーマにできたらと考えております。 

 

今後とも、当委員会を通じ、一人でも多くの子どもの悩みが解決し、また、

一人でも多くの子どもの権利が守られるように、できるだけ努力をしていきた

いと思います。関係者の皆様、市民の皆様のより一層のご指導、ご鞭撻よろし

くお願いいたします。 
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第 1章 相談活動状況   

 

1 相談件数 

（経過比較） 

■３カ年比較（平成２８年度～平成３０年度） 

 設置から４年半経過しました。さまざまな周知方法で子どもたちに知っても

らう機会をと継続的に啓発に取り組んできました。昨年度は大幅増となりまし

たが、今年度は昨年度と同程度の件数となりました。 

 

【月別相談件数（平成 28年度～平成 30年度）】 
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【新規相談対象者の内訳（平成 28年度～30年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規相談の内訳（平成 28年度～平成 30年度）】 
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2 平成 30年度子どもの権利サポート委員会活動状況について 

 

 平成 26年 11月 1日より宝塚市子どもの権利サポート委員会条例施行し、

活動を開始し、4 年半が経過しました。その間の相談件数の経緯は以下のとお

りです。 

 

平成 26年度  新規相談件数 27件 

（11月～開始） 延べ相談件数 122件 

 

平成 27年度  新規相談件数 74件、前年度よりの継続件数 4件 

        延べ相談件数 386件 

 

平成 28年度  新規相談件数 62件、前年度よりの継続件数 17件 

        延べ相談件数 386件 

 

平成２９年度  新規相談件数 97件、前年度よりの継続件数 15件 

        延べ相談件数 547件 

 

平成 30年度  新規相談件数 83件、前年度よりの継続件数 16件 

        延べ相談件数 663件 

 

 

 開設より平成 30 年度まで、延べ相談件数は伸びつつあります。継続した啓

発活動で、子どもたちに制度が周知されてきたことを感じています。今後も、

身近に相談できる機関であること、一人でも多くの子どもたちにとって安心で

きる場であることや、継続した広報活動を通じ多くの子どもたちの声を聴き、

一緒に考え寄り添っていくことを知ってもらいながら活動していきます。 
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■平成 30年度状況 

（1）月別相談件数 

 平成 30年度の月別相談は、新規相談として 5月に 24件（29％）、次いで

6月に 10件（12％）の相談を受けています。 

 子どもたちの学校休業期間の 8 月は、例年同様、相談が少ない傾向にありま

す。  

 

【平成 30年度・月別相談件数】 

 

 

※新規：初回の相談       

※延べ：初回相談・継続相談にかかわらず、相談を受けた回数  

※1案件のうち、初回相談は新規、1案件で 3回の相談があった場合は

延べ数を 3回と数える。  

※前年度からの継続案件が 16件あった。 
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（2）新規相談のその後の経過 

 新規相談として受けた相談の経過状況です。 

 新規相談後、初回で終わる相談が 83件中 50件と 60％を占めています。 

  【平成 30年度・新規相談のその後の経過状況】 

 

 

※前年度からの継続案件が 16件あり 
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（３）初回相談方法と件数 

 新規相談件数 83 件のうち、電話による相談が 74 件、次いで、手紙による

相談が 4件ありました。子どもからの相談が 59件（71％）あり、相談方法で

は電話が最も多く 51件、次いで、手紙による相談が 4件でした。 

保護者からの相談は 18 件あり、電話による相談が 17 件と大半を占めまし

た。 

 

 

【平成 30年度・初回相談の相談者と相談方法】 

 

 

 

※その他は、祖父母、親戚、同級生の保護者等からの相談を集計している。 

 

   ※子どもと保護者一緒に来所があった場合は、子どもの初回相談来所とし

ている。  
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（４）新規相談対象者の校種及び男女別内訳 

 新規相談対象者は、新規相談件数 83 件のうち、対象者として小学生高学年

が一番多く 28件、次いで、小学生低学年 21件と続きました。 

 

 

【平成 30年度・新規相談対象者の校種及び男女別内訳】 

 

 

 

 

 

 

※小学生低学年は、小学 1～3年生。小学生高学年は、小学 4～6年。 
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（5）初回相談者が子どもの場合の校種及び男女別の内訳 

 初回に直接相談してくれる子どもたちは 59 件あり、小学生高学年女子から

の相談が一番多く 16 件、次いで、小学生低学年女子からの相談が 13 件と続

きました。 

どの学年も男子と比べて女子からの相談が多くありました。 

   【平成 30年度・初回相談者が子どもの場合の校種及び男女別の内訳】 

 

 

  
  ※小学生低学年は、小学 1～3年生。小学生高学年は、小学 4～6年。 
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（6）相談内容の内訳 

 新規相談内容としては、83件中、交友関係の悩み 21件、次いで、心身の悩

み 7件と続きました。 

延べ相談内容としては、663 件中、学校・保育所等の対応の問題 112 件、

次いで、話し相手 109件、交友関係の悩み 101件と続きました。 

 

 

  【平成 30年度・相談内容の内訳】 

 

※新規相談時の主訴相談内容で振り分けている。 

※延べ相談件数は、継続した相談の際の主訴でカウントしているため、相談内

容が追加される場合がある。 
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3 電話相談の所要時間、相談受付曜日・時間帯 

（1）電話相談の所要時間の内訳 

 30分以下の電話相談が全体 565件の 89％（506件）、次いで、60分以

下 9％（50件）となりました。1時間（60分）を超えての相談が 2％（9件）

ありました。   【平成 30年度・電話相談の所要時間の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）面談の所要時間の内訳 

 面談対応 76件のうち、31分から 60分までの来所・訪問による面談相談が

最も多く 45％（34件）、次いで３０分までの面談相談は、30％（23件）で

した。これには学校を訪問しての面談時間も含んでいます。   【平成 30年度・面談の所要時間の内訳】 

 

※面談は、来所相談や訪問（学校への調整等）を含んでいる。 
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（3）相談を受け付けた曜日 

 新規相談 83件のうち、水曜日が 21件と一番多く、次いで月曜日が 16件、

金曜日が 15 件と続きました。 延べ相談件数 663 件のうち、水曜日が 153

件、金曜日が 120件と続きました。 

【平成 30年度・相談を受け付けた曜日】 

（4）相談を受け付けた時間帯 

 新規相談で多く受付をした時間帯は、83件のうち、16時台が 17件と最も

多く、次いで、15時台が 16件でした。延べ相談件数 663件のうち、１６時

台が 122件、１７時台が１０８件と放課後の時間帯の相談が多い傾向でした。  

【平成 30年度・相談を受け付けた時間帯】 

 

※手紙による相談は時間外とした。 
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4 相談へのきっかけ 

■新規相談に至ったきっかけ 

 新規相談 83 件のうち、相談に至ったきっかけとして、子どもの権利サポ

ート委員会だより（お便り）が一番多く 25 件でした。お便りは、各学期ごと

に発行し、市内小中高等学校でカード（ダイヤルカード）、リーフレット、啓

発グッズとともに配布しています。次いで、カードは、8 件でした。カード、

リーフレット、ポスターは市内各公共機関に設置しています。 

市内小中高等学校での配布いただいたお便りやカード等が前年度同様、相談

のきっかけにつながったものだと推測されます。  
【平成 30年度・新規相談に至ったきっかけ】 

 

     

※カード（ダイヤルカード）、リーフレットは、市内の公私立小学校・中学校・

高等学校を通じ配布を行った。 

※啓発グッズは、市内の公私立小学校・中学校を通じ配布を行った。 

※お便り（子どもの権利サポート委員会だより）をカード、リーフレット、啓

発グッズ（小 3 クリアファイル、小 6・中 3 ボールペン）とともに配布を

行った。 

その他は、関係機関からの紹介 2件、塾の先生からの紹介 1件、児童館職員の紹介 1件、

市役所からの紹介 1件、公聴カード 1件、子どもの権利委員会ハンドブック 1件 

 

・啓発時期等は、第２章 1広報・啓発一覧に掲載 
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5 子どもの権利サポート委員会活動 

（1）子どもの権利サポート委員会会議及びケース協議 

開催回数 

※1 委員会会議（条例に定められた会議） 子どもの権利サポート委員会委員長が議長として会議を進め、

子どもの権利サポート委員会の制度のことや、サポート委員会で決定する事項等を話し合う。 

※2 ケース協議 それぞれの事案（ケース）の担当委員や、相談員からの相談内容の報告を受けて、それ

ぞれの事案について協議を行う。 

※3 委員会会議は、主にケース協議終了後の開催とした。 

 

■ 委員会会議議題 ■ 

日 程 議  題 

4月 12日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 30年度子どもの権利サポート委員会年間計画について 

（3）平成 29年度活動報告会及び活動報告書について 

4月 18日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 29年度活動報告会及び活動報告書について 

（3）平成 30年度発行おたよりについて 

5月 10日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 29年度活動報告会及び活動報告書について 

5月 23日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 29年度活動報告会及び活動報告書について 

6月 27日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 29年度活動報告会について 

（3）その他 

7月 25日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 29年度活動報告会について 

（3）その他 

8月 22日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 29年度活動報告会について 

3月 12日 （1）平成 31年度子どもの権利サポート員会事業計画（案）について 

3月 27日 （1）平成 30年 3月 22日申立て受付分について 

（2）平成 31年度子どもの権利サポート委員会事業計画について 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

委員会 

会議※1 
２ ２ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 9 

ケース 

協議※２ 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
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（2）子どもの権利サポート委員会の活動回数と所要時間 

子どもの権利サポート委員会委員として、ケース協議や委員会活動された活

動です。 

 

 

【平成 30年度・子どもの権利サポート委員の活動回数と所要時間】 

 

 

 

※子どもの権利サポート委員会委員が活動したもの 

 ・関係機関との調整とは、相談者との面談などを経て、学校等に出向いたり、

来所していいただいた上、調整活動（代弁等）を委員により行ったもの。 

 

 ・会議・啓発・視察等とは、相談があったケース検討や、委員会会議、また、

啓発としての講演会を委員より行ったもの、外部講師による研修などを委員

が受けたもの。 
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（3） 関係機関への調査・調整活動 

 

■申立て受付件数 

   0件 

■発意による調査件数 

   ０件 

■調査件数 

   1件 

■勧告・要請、意見表明件数 

   ０件 

■公表件数 

   ０件 

 

 □調整活動（関係機関への働きかけなどを行ったもの） 

   4件 

   ・小学校 6年生  

   ・小学校 6年生 

   ・中学校 2年生  

   ・中学校 3年生 
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（4）調整活動事例（相談事例） 

※プライバシー保護のため、一部変更しています。 

事例 1 相談者と関係機関との調整をサポート委員が行なったケース 

相談者 中学生 Aさん 

 

概要 

A さんは学校の休み時間中の事故で病院に救急搬送され、長期に渡っての入院を余儀な

くされた。学校側は保護者に事故発生時の状況を説明したが、A さんが記憶していた状況

と大きな隔たりがあった。A さんは、校内の塀のそばを走っていたら、塀の上から上級生

の B さんが飛び降りてきたと記憶していたが、学校側の説明は、塀のくぼみに立っていた

B さんに、A さんが走り込んできてぶつかったというものであった。状況がはっきりしな

いので再度調査してほしいと保護者は校長に口頭で依頼したが、調査結果が変わる事はな

かった。後日、学校から受け取った事故調査報告書にも同様の記載があった。 

 

報告書には、『危険なので堀の周辺を走り回ることを禁止』していたとも記載されていた。

それを読んだ A さんは、事故の責任は走っていた自分にあるのかな…、と思ったが、日に

日に「真実が知りたい」という思いが強くなっていった。そこで保護者は市の教育委員会

を訪れ、事故発生の状況について一度も聞き取りをされていない A さんの話を聞いて貰い

たいことと、B さんからも再度聞き取りを実施して欲しいという要望を伝えた。しかしな

がら、事故については既に調査済みであり再調査はしないという学校側の回答が届く結果

となった。 

 

初回相談  

A さんと保護者がサポート委員会に来所し、相談員と面談した。その後、A さんとサポ

ート委員との面談も実施され、本当の事が知りたいという気持ちを確認することができた。

A さんも保護者も再調査実施に向けた働きかけをサポート委員会から教育委員会にして欲

しいと希望していることから、文部科学省の学校事故調査のガイドラインに A さんの事故

を照らし合わせたところ、再調査を実施すべき要件が満たされていることが確認できた。

そこでサポート委員が教育委員会に出向き経緯の聞き取りを行うと同時に、ガイドライン

を提示した上で今後の対応について教育委員会の見解を尋ねた。 

 

その後の経緯 

後日、教育委員会から「事故調査報告書の記載内容が不十分であるので補足調査を行い

たい」という連絡がサポート委員会に入った。まずは A さんの保護者と教育委員会との間

で調査すべき内容を協議することになった。A さんと Bさんの双方からの聞き取りを希望

している保護者に対し、学校側は不登校ぎみの B さんから話を聞くのはリスクを伴うと考

えていた。また、教育委員会は A さんの保護者に、報告書を否定する根拠を示して欲しい

と思っていた。 
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協議には、保護者の希望でサポート委員も同席した。同席にあたりサポート委員会から

は、報告書の元となった資料の準備を教育委員会にお願いした。協議の場で保護者は報告

書を否定する根拠として、A さんの聞き取りが一度も実施されていないことや、B さん自

身や事故の目撃者である Cさんが「Bさんが飛び降りて Aさんにぶつかった」と話してく

れたことが報告された。サポート委員も、当事者である生徒からの聞き取りがないまま報

告書が作成されたことについて疑問を投げかけた。教育委員会が当時の調査について資料

を再度確認したところ、事故当時の聞き取りについては曖昧な記述が続き、はっきりとし

た事が分からないとの結論に達した。そこで、A さんや B さん、目撃した生徒等からの聞

き取りを含めた補足調査が実施される運びとなった。 

 

補足調査によって、B さんが飛び降りてきた事実が確認され、A さんと保護者に伝えら

れた。真実が知りたいというAさんの思いが叶う結果となった。 
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※プライバシー保護のため、一部変更しています。 

事例 2 （相談者とサポート委員が面談して解決した事案） 

【相談者】小学校高学年Ａさん 

【相談内容と対応】 

地域の役員から電話があり、学校でいじめにあって学校に行きにくくなっている小学生

Ａさんが地域にいるのでサポート委員会を紹介したとのことであった。そのうえで、A さ

んから電話があり、相談員が話を聴いた。Ａさんの相談の主訴はクラス内でのいじめで、

学校に Aさんの主張を伝えてほしいとの希望であった。 

その後、Ａさんと母がサポート委員会に来所し、サポート委員が A さんと面談した。話

を聴いていくと、一方的ないじめというより交友関係の悩みとの印象を受けた。また、サ

ポート委員との面談の中で、自分で解決する力があることが見受けられたため、「サポート

委員と一緒に作戦会議をしよう」と面談をすすめていったところ、「自分がまず担任の先生

と話してから、トラブルになった子と話をする」など、Ａさん自身で解決方法を組み立て

ることができた。その後、それを自分の力で実行し、本人の納得する解決となった。母は

Ａさんの事をとても心配していたが、Ａさんが自分で解決できたことにより、母も安心し、

Aさんを見守る姿勢となった。 

A さんは、サポート委員と話をしていくうちに、自分で解決方法を見出し、それを実行

できたことにより、自信がついた。 

 

事例３（相談者と相談員とのやり取りの中で解決した事案） 

【相談者】高校 3年生 Bさん 

【相談内容と対応】 

中学 1年時から高校卒業まで、来所相談や相談電話を継続してきた。その中で、悩みは色々

と変化していった。先生や友達との関わり、家族のこと、勉強や進路のこと、自分につい

てなど…そしていつも、自分が頑張っていることについての報告をしてくれた。様々な悩

みを抱えた Bさんであったが、サポート委員会は Bさんと長期的な関わりを続けた。Bさ

んは、自分の力で高校卒業まで頑張ることができ、卒業後についても、自分に合った進路

をしっかりと自分で考えることができた。高校卒業となり、サポート委員会との関わりも

終了した形となったが、長期的に Bさんの話を聴き支えるということができた。 

 

【相談者】中学生 Cさん(電話相談)  

【相談内容と対応】 

泣きながら電話があり、部活で自分のプレーがうまくいかず、他の部員からきつく責め

られ、とてもつらかったと話した。その気持ちを相談員が受容して話を聴いているうちに、

「部活動を今後どうしていくか？」について、辛いが今は辞めないで、練習をして頑張っ

てみる、あまりに部活が辛ければ、無理をしすぎないようにする。また悩んだら相談する

と、自分の意思が明確になり、電話を切るときには声も明るく頑張ってみると話してくれ

た。 



21 

 

 

【相談者】小学校高学年Dさん(相談員と面談) 

【相談内容と対応】 

ゲームの課金の事で親とけんかしたと来所。D さん、親、相談員の三者で面談した。親

子で言い争う場面も見られたが、相談員が両者の言い分を聴いていくと、D さん、親とも

に冷静に頭の中を整理できるようになっていった。D さんと親の価値観の違いは明白であ

ったが、してはいけないことについての再確認ができ、また、面談の中で、D さんは、自

分の主張を、自分で親に伝えることができた。最終的には、両者の気持ちの折り合いをつ

けることができた。 

親と本人の二者であれば、お互いの主張を通そうと言い合いになるだけだが、そこに第

三者(相談員)が入ることにより、親もなぜ子どもがそういう主張をするのか？を理解するこ

とができ、親子関係の再構築となった。 

 

【相談者】小学校低学年 Eさん(電話相談)  

【相談内容と対応】 

「ひとりで留守番していて、ひとりで何をしたらいいかわからない」と、電話がかかっ

てきた。そのため、相談員と一緒に、「留守番している間、何をしようか？」と考えた。そ

して、宿題をする、テレビをみる、おやつを食べる、など本人が言ったため、やってみる

こととなった。また、困ったら電話をしてねと伝えた。 

※小学校低学年の時に、困ったら相談をするという経験をすることにより、成長して悩

みが増えたときに相談できる力を持つことができる。相談することを肯定し、いっしょに

考えることを大事にしている。 

 

事例４（手紙相談） 

【相談者】小学校高学年 Fさん 

【相談内容と対応】 

先生に差別されたという主旨のお手紙が届いたため、本人への返事として、「先生にどう

してなのか理由を聞いてみてはどうでしょうか？嫌だったと伝えてみてはどうでしょう

か？親にも相談してもいいかもしれません。」などと、投げかけた。 

再度手紙が届き、先生と直接、話ができて、スッキリしたとの内容であった。 

困ったことを手紙で相談し、その返事をもとに、自分で先生と話をしてみるという行動

につながった。 
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第 2章 広報・啓発活動 

1 広報・啓発活動一覧 

平成30年度活動広報啓発活動

取組内容 対象 時期 方法

ダイヤルカード配布
市内の小・中・高等学校（公・私

立・県立）・養護学校（計48校）

に通う子ども
5月 学校を通じて市内在校全児童生徒に配布

サポート委員会だよりの
発行 小・中（第10

号）高（第7号）

市内の小・中・高等学校・養護学校

（公・私立）（計48校）に通う子

ども
5月

学校を通じて市内在校全児童生徒に配布（ダイヤルカードとともに
配布）

活動報告会 一般公開 9月
9/1（土）平成29年度子どもの権利サポート委員会活動報告会を
実施（基調講演　SNSって便利？こわい？）

リーフレット配布
市内の小・中・高等学校（公・私

立・県立）・養護学校（計48校）

に通う子ども
10月、11月 学校を通じて市内在校全児童生徒に配布

サポート委員会だよりの
発行 小・中（第11

号）　高（第8号）

市内の小・中・高等学校（公・私

立・県立）・養護学校（計48校）

に通う子ども
10月、11月

学校を通じて市内在校全児童生徒に配布（リーフレットとともに配
布）

行事参加 イベント参加者へ啓発用品配布 10月 10/27フレミラ秋まつりに参加（くまさんロールケーキ投げゲーム）

小学校社会見学
公立小学校２年 フレミラ社会見

学
１１月

社会見学（フレミラ見学）時に、子どもの権利サポート委員会室内見学及び説

明（お手紙フォーム、ダイヤルカード、リーフレット配布）

研修会等講師
青少年対策地域協議会委員の学習

会参加者
１月 1/17　「子ども、保護者の関わり方について」をサポート委員により講演

啓発グッズの配布（クリ
アファイル）

市内の小学校（公・私立）・養護学

校（計28校）に通う小学3年生の子

ども
1月 学校を通じて対象児童生徒に配布

啓発グッズの配布（赤
ボールペン）

市内の小・中学校（公・私立）（計

39校）に通う小学6年生及び中学3

年生の子ども
2月 学校を通じて対象児童生徒に配布

サポート委員会だよりの
発行 小・中（第12

号）

市内の小・中学校（公・私立）、養

護学校（計42校）に通う子ども
1月、2月 学校を通じて児童生徒に配布（啓発グッズとともに配布）

手紙フォームの配布
市内の小学校（公・私立）・養護学

校（計28校）に通う小学3年生の子

ども
１月

学校を通じて児童生徒に配布（啓発グッズ（クリアファイル）に挟
み込んで対象者に配布）

リーフレット、ダイヤル
カード

市内施設への設置依頼 年中 市内各公共施設へ設置

手紙フォーム 市内施設への設置依頼 年中 市内各公共施設へ設置

広報紙へ掲載 相談窓口 年中

ＨＰ掲載 サポート委員会について 年中 随時情報を更新

Facebook 子どもの権利サポート委員会 年中 随時情報を更新

視察など

取組内容 視察 時期 内容

子ども施策と地方自治全
国自治体シンポジウムへ
参加

2月
2/10、2/11福岡県宗像市にて開催

 

今後も継続した広報、啓発活動を行っていきます。 
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2 配布物  

◆周知用カード 

        

◆周知用ポスター 
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◆周知用リーフレット 
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◆啓発グッズ 

①小学３年生 クリアファイル 

 

 

 

②小学６年生、中学３年生 赤ボールペン 
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6
 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子どもの権利サポート委員会だより 

 

小
学
生
低
学
年
版

 

小学生低学年版 小学生低学年版 
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小学生 1・2年生版 小学生３年生版 
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小学生高学年版 小学生高学年版 
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小学生 4・5年生版 小学生６年生版 
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養護学校版 養護学校版 
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中学校版 

中学校版 中学校版 
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中学校３年生版 中学校 1・2年生版 
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高等学校版 高等学校版 
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3 活動報告会 

◇平成 29年度活動報告会（平成 30年 9月 1日開催） ※前年度分の活動を報告しました。 

平成 26年 11月 1日よりスタートし、４年を経過し、子どもの権利サポート委員会

の活動をご理解いただける機会として活動報告会を実施しました。今後も継続した実施

をしていけたらと思います。 

- 実施内容 – 

テ-マ「ＳＮＳって便利？こわい？」 

・平成 29年度活動報告  

 宝塚市子どもの権利サポート委員 委員長 田中 賢一 

 宝塚市子どもの権利サポート相談員 

・講演 

 「子どもたちのインターネット事情と大人の役割」 

兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課 本田 英理 さん 

・ディスカッション「ＳＮＳって便利？こわい？」 

 宝塚市子どもの権利サポート委員 委員 浜田 進士 

 宝塚市子どもの権利サポート委員 委員 西 友子 

 兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課 本田 英理 さん 
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＜活動報告会＞ 
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4 啓発活動 

◇フレミラ宝塚 秋まつり（平成 30年 10月 27日開催） 

   毎年恒例の秋まつりに参加しました。ロールケーキ投げゲームを開催し、

たくさんの子どもたちが来てくれました。子どもの権利サポート委員会を

知ってもらう機会、また、子どもたちに知っているか尋ねたところ、学校

を通じて配っているお便りを見ていてくれていることがわかり、継続した

活動の必要性を感じました。 
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◇広報番組「知ってよ！宝塚」平成 29年 12月 掲載 

Youtube にて動画アップ中 

 

 

 

 

 

（知ってよ宝塚「子どもの権利サポート委員会」動画 Ｙoutube ＱＲコード） 
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『子どもの権利をどのように広報するのか』 

 

                   子どもの権利サポート委員会委員 浜田進士 

はじめに 

 

２０１９年は国連総会で、子どもの権利条約が全会一致で採択されて３０年、そして日本

政府が子どもの権利条約を批准（国内の法律として取り入れること）して２５年の記念の

年となります。 

 

 虐待や学校事故など子どもたちが亡くなる事例が後を絶ちません。私たち「宝塚市子ど

もの権利サポート委員会」（以下、サポート委員会）は今年、このような悲しい出来事を

二度とおこさないために「子どものための連携と情報共有」をテーマに議論していくこと

になりました。 

 様々な機関の連携と情報共有には、何が子どもにとって最善の利益なのかを考える「共

通の言語」が必要です。私は、共通言語は「子どもの権利条約」だと考えます。そこで子

どもの権利の広報について述べてみたいと思います。 

 

適当かつ積極的な手段による広報 

 

 子どもの権利条約は、第 42条「広報義務」として締約国（＝子どもの権利条約を取り入

れることを約束した国のこと）に①「権利の保有者」である子どもへの広報義務を課して

いること、②「責務の担い手」であるすべてのおとなへの普及を徹底すること、③条約を

適当かつ積極的な手段によって広報すること、の３つを要請しています。3つ目の子ども権

利条約を「適当かつ積極的な手段によって広報する」とはどのようなことでしょうか。 

 

それは、子どもたちの現実に即した実践力が身につく広報が必要だということではないで

しょうか。多くの子どもたちは学校で、知識としては人権や権利を学んでいるはずなのに、

いじめへの対応など肝心なときにこれをいかすことができません。ジュネーブの国連子ど

もの権利委員会は広報・学習を「講義ではなく社会変革、相互交流および対話の過程とし

てとらえたときにもっとも効果的になる。意識啓発には、子どもおよび若者を含むあらゆ

る階層を関与させるべきである」（一般的意見 5号 69）と強調しています。子ども期にと

って欠かせない権利を、「アクティブラーニング＝参加型学習」や「広報へ参加」によっ

て学習し、身近な生活に生かしていくことが、子ども自身の課題のより良い解決につなが

るのではないでしょうか。 
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子ども向けの広報の課題 

 

子どもへの広報に関して、留意すべき点について述べます。 

 

第 1 に、チャイルド・フレンドリー（子どもにやさしい）な広報に取り組むことが大切で

す。 

子どもにわかりやすい広報・学習資料の作成・配布は、政府・自治体・NPOによって取り

組まれている。例えば、川崎市は、『子どもの権利条約ってなに？』という子ども語訳に

よる３種類（小学校低学年版・高学年版・中高生版）作成している。日本が「子どもの権

利条約」を批准した 1994年から配布を開始し、権利条約の理解に役割を果たしている。

サポート委員会では、周知用カード・ポスター・リーフレット・啓発グッズそしてサポー

ト委員会だよりを作成しています。 

 

第 2に、子どもたちの自己肯定感情を育む広報を優先しなければなりません。 

単なる知識ではなく、自己や他者の権利を実際に守れるような権利行動力を子どもたちが

身につけるためには、学んだ知識を権利行動のつなぐための内的な衝動を起こす感性、す

なわち人権感覚の獲得が欠かせません。そのためには「自分のことが好きになれない」子

どもの実感をおとなに伝え、自己肯定感情＝自尊感情（セルフ・エスティーム）の獲得が

子どもにとって最優先課題であることを啓発していく必要があります。自分が大切にされ、

自分にどんな権利があるかを知ることが、他者共感、人権の相互尊重の感性の獲得につな

がります。 

 

第 3に、広報は子どもたちの現実に即した実践力が身につくものでなければなりません。 

事故・犯罪・虐待・体罰・デートレイプ・リベンジポルノ・SNS被害など、子ども期の生

活や学習にとって欠かせない子どもの権利の課題を取り上げて、その権利活用のスキルを

伝え、学ぶことが重要です。子どもたちの現実に即した実践力が身につく学習方法として、

参加型学習の取り組みも市内の多く学校や NPO 等で行われています。サポート委員会も、

私たちに子どもたちが相談したら、どんなふうに元気になるか、「解決イメージ」を共有

できるようにしたいと考えます。 

 

 第 4に、広報資料作成には、子どもおよび若者を含むあらゆる階層の参加が不可欠です。 

いくつかの自治体や NPOでは、子どもの参加を積極的に取り入れ、子ども自身の関わりに

よって子ども向け広報資料を作成しています。岐阜県多治見市は、子どもの権利条約の趣

旨を浸透するため啓発リーフレット「知っていますか？子どもの権利条約」を作成するに

あたって、全条文を子どもたち自身で学習し、自分たちの現実の生活の中で、特に関わり
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が深いと思う 10の条文をピックアップした。主な配布対象となる『子ども』にわかりやす

い表現にするために、子ども自身によることばとイラストを用いて、話し合いを重ね作成

したものです。サポート委員会も、広報資料の改定にあたっては、子どもたちから意見を

より積極的に聴きながら作成していきます。 

 

第 5に、見えにくい子どもへの広報を大切にして、誰一人取り残しません。 

子どもの権利条約を共通言語とすることは、ジェンダー（性差）、家庭状況、心身の障害、

エスニシティ（人種・民族・言語）などの間の「格差」や「不平等」に目を向けることを

強調することになります。もっとも権利を奪われ存在が見えにくい子どもにフォーカスし

ているかどうかを検証しなければなりません。具体的な取り組みとして「子どもの権利ノ

ート」がある。子どもの権利ノートは、児童福祉施設で生活することになった子どもたち

自身が権利について理解し行使していける、また集団生活のもと権利の制約が起こりやす

い施設において、その行使を可能にする環境作りを目的に作成されたものです。サポート

委員会は、この「権利ノート」が里親家庭で暮らす子どもたちや障害児施設の子どもにも

いきわたるよう働きかけていきたいと考えます。 

 

まとめ 

 

今後、子どもたちが、宝塚市内の子どもを支える各種機関にアクセスしやすいように、現

在、各広報活動が SOSを求める子どもへどのように伝わっているかを調査・分析する必要

があります。私たちサポート委員会も、子どもにとって、相談機関を「知る」こと「わか

る」こと「使える」ということの 3 つの間には、いくつものハードルがあることを自覚し

て、今後も広報活動をすすめていきます。 

さらに、学校内で、授業の一環として、子どもの権利条約の広報をさせていただけるよう

に、教育委員会・校長会と連携しながら、すすめていきます。 

 

                          以上
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『子どもは学ぶ』 

 

子どもの権利サポート委員会委員 西 友子 

 

 

 昨今、子どものかかわった痛ましい事故や事件が続いています。毎朝、ニュースを

見るたびに、悲しく、辛く、憤りを感じます。ワイドショーのコメンテーターの方々は、

原因から今後策を論じておられます。二度と悲劇をくりかえさないためにも、それは大

切なことです。しかし、ここではその事ではなく、少し違う角度で論じてみることにし

ます。 

 

 表題に書きましたが、人は日々、たくさんのことを学習します。その内容について

の監修は誰もしていませんので、嘘も真もごちゃ混ぜになって、善意も悪意も一緒にな

ったもので学ぶのです。前述しました事故や事件は、真実が公表される可能性がありま

すが、我々がその真実を目にする可能性、となるとそれほど高くはないかもしれません。

例えば、新聞等で発表された内容が誤報であったとしても、その報道を知った全員が謝

罪文まで目にして真実を確認できるわけではないのです。つまり、人は個人が知ったこ

と、その本人の知ったことが「知識」となって学ぶことになるのです。また、大人はそ

の知識をそれぞれの価値観で「判断」します。子どもはどうでしょう。その「判断」が

曖昧なために、「知識」が独り歩きしてしまうことが往々にしてあります。 

情報の中に「流行り」や「みんな」という言葉があります。「流行っている」と聞く

と、「みんながやっている」と考えてしまいます。幼い子どもが「みんな持っている！」

と言います。「みんな」ってどのくらいの人数のことを言うのでしょうか。以前、大学

生に「みんな」の人数を尋ねたことがありました。80～100％と答えた人も確かにい

ましたが、自分の周囲の人、つまり 20％以下でも「みんな」ととらえている人もいま

した。この水準の違いが、大きな誤解となり、自分自身を苦しめることにもつながりま

す。生きていく中での味方や敵の数になってしまうからです。子どもたち、客観的な水

準ではなく、主観的な水準で救われたり傷ついたりするのです。そして、ここで安心感

や孤独感等を学ぶのです。誤解の無いように申しますが、「感じることをとめることは

出来ない」のです。だから、周囲の人は「感じてもらえるように工夫する」しかできな

いのです。 

 

前提のお話が長くなりました。相談電話をかけてきてくださる子どもたちは、自分の

基準で困って、辛くて、おかしいと思い自分を守ってほしい、という気持ちをたくさん

持ってお話ししてくれます。そこに、客観的な審判は必要ないのです。その子が解決で

きなくて困ってしまっている事実を大切に受け止めないといけないのです。しかし、前
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段で書きましたように、誤ったあるいは不確かな情報で、心をかき乱されて辛い思いを

している子どもも少なくはありません。困っている子どもがいれば、その原因が同時に

存在しているのです。その原因は、複合的で、個人的な問題だけでなく社会的なものも

含まれているのです。どこかで誤った学びをした子どもは、いろいろなことで上手くい

かない理由がわからず、辛い思いをしているのです。例えば、乱暴な子供がいたとしま

す。「暴力」はどこで学んだのでしょうか。一番身近な保護者、かもしれません。近所

の恐い人、かもしれません。ゲームや、テレビドラマの可能性もあります。でも、どこ

かで学んだ、ということだけは確かでしょう。どうしても、困った行動だけが前に出て

しまって、その行動が性格を形作るように思いがちですが、行動は、学習によって変わ

るのです。本当は気の短い人でも、すぐに大声で怒鳴る、などの行動を起こさなければ、

だれにも気づかれないのです。当然、我慢をすればストレスになりますから、違う形の

表現をしなければなりませんが、それも学習なのです。子どもたちは、様々なものから

学びを広げていきます。我々大人ができること、それはよき学びのためのお手本をする

ことではないでしょうか。 
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『SNSのマナーとは』 

 

子どもの権利サポート委員会相談員 

             

■友だちと会って話をしている時にラインの着信がありました。どうしたらよいでしょう

か。 

A． 友だちと話ながらラインを読む 

B． 「ちょっとごめん」と言ってからラインを読む 

C． ラインを無視して話を続ける 

 

このような時どうするかは重要なことでしょうか？わたしは重要なことと思います。 

友だちと話しながら別の友だちにラインをするのは、好きなスポーツをルールも知らずに

するようなものではないでしょうか。「でも友だちなんだから・・・」と思うかもしれませ

ん。しかし、友だちだからこそ礼儀正しくする必要があるのです。堅苦しく形式張らなけ

ればならないということではありません。とはいえ、もし友だちに対してマナーを守らな

いならいずれは友だちがいなくなるのではないでしょうか。 

なぜなら、だれも失礼な人を好きにはなれないからです。ある女子生徒は「友だちと話し

ている時に、その子がラインをチェックしたりするといらいらします。他に気になること

があると言っているようなものだから・・・」と言いました。この女子生徒はそのような

友だちをいつまでも我慢できるでしょうか。 

わたし自身の SNSマナーについて考えるに当たって上の ABCを振り返ってみると、A

は確かに失礼だと思いました。でも BC については、迷いました。ラインをチェックする

だけのために会話を中断することは失礼でしょうか、それとも会話を続けるためだけにラ

インを無視することは失礼なのでしょうか・・・確かにマナーはややこしい場合がありま

す。でも、自分だったら「相手にどうしてもらえたら嬉しいのか？」という行動を考えて、

自分も人に同じようにしたいと思いました。 

また SNSの語調に気を配ることも大切なことだと思います。意思は言葉や声の抑揚、顔

の表情、身振りなどによって伝達されます。しかし残念なことにラインやメールを打つ場

合にはそれらのほとんどの要素が欠けてしまいます。それをどのように補ったらよいでし

ょうか。 

私は当たり前の礼儀やマナーを示すことが大切だと思います。「お元気ですか？」と尋ねた

り「よろしくお願いしますね」「ありがとうございます」といった言葉を使う方法です。 

また送信する前にもう一度読み、よく考えることも大切です。ラインの文面は誤解され

る恐れはないでしょうか。伝えたい感情をスタンプや絵文字で正しく伝えることはできて

いるでしょうか。ある男子生徒は、こう言っていました。「もし冗談で言うのであればそこ

にスマイルマークやスマイルのスタンプをつけます。そうしないとこちらは軽く言ったつ
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もりでも、相手は重く受け止めて、感情を害しケンカになってしまうかもしれないからで

す」。 

当たり前のマナーなのですが、これができないことが、大きな問題に発展してしまうの

ですから、特に SNSに於いては相手に対するマナーが本当に重要なものであることは明ら

かです。ラインの相手が目の前にいないためつい気が緩んで傷つけるようなことを書いて

しまう可能性があります。しかし相手に面と向かって言わないようなことはラインでも書

くべきではありません。 

スマートホンが必要不可欠な時代の今、子どもたちも大人の私たちも、SNS上で、相

手に対して親切に、自慢をせずに、愛情深く接することができるなら、より良い関係が築

けるのではないかと思っています。 
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＜参考資料＞ 

 

◆子どもの権利サポート委員会の制度◆ 

 

Ⅰ 子どもの権利サポート委員会設置経緯 

 

１ 子どもの人権擁護の第三者委員会の設置 

「いじめ及び体罰に係る子どもの人権擁護委員」制度を要綱施行（平成 25年（2013年）5月 1日） 

社会問題化しているいじめや体罰という子どもへの人権侵害に対して、第

三者委員を通して子どもの人権を守ることを目的とし、いじめ及び体罰に係

る子どもの人権擁護委員を設置し平成２５年５月に「いじめ・体罰専門相談

窓口」が開設されました。 

 

 

2 宝塚市子ども審議会での審議 

   並行して、宝塚市子ども審議会（以下、「子ども審議会」という。）で

は、平成 25 年(２０１３年)7 月 2 日に宝塚市長から「子どもの人権擁護

のあり方について」諮問を受け、小委員会を立ち上げ、平成 26 年 3 月ま

でに小委員会 8回、全体会 4回（子どもの人権擁護のあり方を審議したも

ののみ）の会議を開催し、各委員により積極的な議論が交わされ、審議の

結果、条例案を示し、条例化が必要であると答申されました。 

                              

 

 (1) 子どもの権利に関する意識調査 

平成 25 年(2013 年)8 月、「子どもの人権擁護のあり方について」の審

議の参考として、子どもたちの声を聴くため、アンケート調査が行われ、そ

の結果、子どもの権利を大切に思っている子どもは多く、子どもに寄り添っ

た相談窓口が必要との認識が共有されました。 

また、子どもの相談を受けている相談機関や児童館などの職員にも意識調

査を行い、その結果、子どもの意見を尊重することや、擁護することが求め

られていることを認識されました。 
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(2) パブリックコメントの実施 

子ども審議会での「子どもの人権擁護のあり方について」の審議結果を踏

まえ、平成 26年（2014年）1月 31日～3月 3日パブリックコメントが

実施され、市民からの意見が反映されました。 

さらに、パブリックコメント意見について、審議が行われました。 

 

(3) 子ども審議会からの答申 

   平成 26年（2014年）4月 7日「子どもの人権擁護のあり方について」

子ども審議会審議結果の答申を市長に対して行われました。 

 

 

３ 子どもの権利サポート委員会条例制定 

   平成 26年（2014年）6月市議会に提案し、全会一致により可決され、

同年、6 月 30 日に公布されました。条例の運用については、準備期間を

経て、平成 26年(2014年)11月 1日施行とし、「子どもの権利サポート

委員会」が設置されました。 
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Ⅱ 子どもの権利サポート委員会とは 

 

１ 事業内容 

 個々の子どもに寄り添う個別救済制度としては、出来るだけ「簡易・迅速な制度」

であることが求められることから、1つの案件に対して1人の子どもの権利サポー

ト委員が進行管理を担当する独任制で、また、勧告、公表などの決定をする際には

子どもの権利サポート委員会として合議制機関で運用する制度としています。 

 

２ 対象者 

子どもに係る権利侵害についての相談は誰でもできるものとし、救済申し立てに

ついては当事者たる子ども又はその保護者からできることとしています。 

※子どもの定義・・市内在住、在勤、在学及び市内にある学校等に通学等してい

る子ども（１８歳未満）及びそれに準ずる１９歳までの者 

 

３ 相談体制 

   （委    員）3人（弁護士）  田中 賢一 

（任期平成 26年（2014年）11月 1日から 

     （再任・3期目） 

                  令和 2年（2020年）10月 31日まで） 

（大学講師） 浜田 進士 

     （任期平成 26年（2014年）11月 1日から 

          （再任・3期目） 

                  令和 2年（2020年）10月 31日まで） 

（臨床心理士）西 友子 

（任期平成 2７年（201５年）4月 1日から 

     （再任・２期目）※３期目も継続 

                  平成 31年（2019年）3月 31日まで） 

                    ※任期は１期２年間となっています。 

  （相 談 員）3人（非常勤嘱託職員） 

  （事務局職員）1人（子ども政策課職員） 

（受付時間）月～金 13：00～19：00、 

土および第 1･3火 10：00～17：00 

（年末年始、日・祝日は休み） 

 （受付方法）電話 0120-931-170、来所、インターネット受付、手紙 

（場  所）宝塚市売布東の町 12-8 フレミラ宝塚 2階 

       （最寄り駅：阪急売布神社駅 または 阪急中山観音駅） 
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４ 位置づけ 

  子どもの権利サポート委員会は、行政機関からの独立性が確保され、子どもの権

利救済を図るため、第三者的に子どもに寄り添う専門機関です。同委員会は、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく市長の附

属機関として設置されました。 

 

なお、市長の附属機関ですが、子どもの権利サポート委員会が子どもの権利救済

を簡易かつ迅速に活動でき、子どもの最善の利益を具体的に実現していくために

「子どもの権利サポート委員会条例」で必要な権限が付与されています。 

 

  また、条例に基づき子どもの権利擁護及び権利侵害の防止等のことについて必要

があると判断した場合など市長に対して意見をすることもできます。 
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5 相談・救済の流れ 

 

1 相談方法 

・電話相談 フリーダイヤル（0120-931
きゅ-さい

-170
い-なまる

）で受けています。 

・来所相談 フレミラ宝塚２階子どもの権利サポート委員会事務局に直接来

てもらってお話しお聴きしています。 

・手紙相談 お手紙フォームやまたは便箋等で書いてもらったお手紙を受け

取り、お返事の方法（手紙により返信するなど）にて、相談のお返事をして

います。 

・インターネット受付 市ＨＰから相談受付フォームに入力してもらった内

容を、折り返しお電話でお答えします。 

 

2 相談できる人 

・子どもの権利救済に関することはどなたでも相談できます。  

 

3 相談・救済の流れ 

・最初に相談員がお話をお聴きします。じっくりお話を聴き、一緒に考えて

いきます。相談者が自身でできることを考えたり、納得することで、相談を

終えるケースもあります。 

相談者には、自身でやってみたことがうまくいかなかったりなど、悩むこと

があればまた話しを聴かせてほしいことを伝えることで、今後も一緒に考え

ていく姿勢でお話しをお聴きします。 

 

・相談内容を相談員から報告し、子どもの権利サポート委員による助言を受

け、委員による面談を行ったりしたのち、調整活動等を行います。 

 

・子どもの権利サポート委員は、子どもが希望する場合は、問題に関わる人々

や機関に対して、子どもの気持ちや意見を代弁します。子ども自身のために、

関係機関の協力を得て、働きかけ、調整活動を行います。 

 

・当事者等からの申立てにより、必要に応じて調査実施等を行ったり、改善

の要望や意見表明などを行います。 
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申立て 

※権利侵害を受けたと思われる子、その保護者から

申立てができます。 

調査・調整 

(調整方法について協議) 

委員による 

自己発意 

審 査 

調査・調整内容を相談者へ報告 

通知 

一緒に考える 

 まずは、相談員とともに一緒に考えます。 

  

終 結  (関係機関等により、継続した支援がなされるよう子どもの権利サポート委員会が状況確認 

をすることによる見守り支援を行います。) 

相談  

（対象）市内在住・在勤（18歳未満）、在学等（19歳まで）の子どもの権利侵害に関すること 

※どなたからでも相談はできます。 

勧告（行為を是正するもの） 

要請 

市の機関 

民間子ども施設等 

調整  

必要に応じて関係機関等へ調整を行います。このときも、子ども自身のお話しを聴いて調整活

動を行います。 

公表（ケース事案について必要に応じて公表する） 

意見表明（制度改善を是正するもの） 
報告 

報告 

通知 

子どもの権利サポート委員会相談・救済の流れ （図） 
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※委員による助言を受けています。 
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Ⅲ 子どもの権利サポート委員会条例 

○宝塚市子どもの権利サポート委員会条例 

平成26年6月30日 

条例第21号 

(設置) 

第1条 宝塚市子ども条例(平成19年条例第10号)に規定する基本理念に基づき、子どもの権利を不断に擁護し、子どもの最善の利益を

具体的に実現していくため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、宝塚市子

どもの権利サポート委員会(以下「サポート委員会」という。)を置く。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 子ども 次のアからオまでに掲げる者をいう。 

ア 市内に住所を有する18歳未満の者 

イ 市内の事務所又は事業所で働いている18歳未満の者 

ウ 市内に立地する次に掲げる施設に通学し、通所し、若しくは入所し、又は当該施設を利用している18歳未満の者 

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校 

(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設 

エ ウに掲げるもののほか、市内に立地する施設に通学し、通所し、若しくは入所し、又は当該施設を利用している18歳未満の

者 

オ アからエまでに掲げる者に準ずる者で、規則で定めるもの 

(2) 市の機関 市長その他の機関(議会を除く。)をいう。 

(3) 民間子ども施設 第1号ウに掲げる施設又は同号エに規定する施設のうち、市が設置するもの以外のものをいう。 

(4) 市民等 次のアからウまでに掲げるものをいう。 

ア 市内に在住し、在学し、又は在勤する個人 

イ 市内を拠点として活動する団体 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、権利侵害を受けたと思う子どもに関係する個人又は団体 

 

(サポート委員会の組織) 

第3条 サポート委員会は、5人以内の宝塚市子どもの権利サポート委員(以下「サポート委員」という。)により組織する。 

2 サポート委員は、人格が優れ、子どもの権利について高い見識と専門性を有する者で、第三者的な独立性を保持し得るもののうち

から、市長が委嘱する。 

3 サポート委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期は、連続して3期までとする。 

 

(解職) 

第4条 市長は、サポート委員が心身の故障により職務を行うことができないと認められるとき、又はサポート委員として明らかにふ

さわしくない行為があると認められるときを除き、その職を解くことができない。 
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(委員長) 

第5条 サポート委員会に委員長を置き、サポート委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は、サポート委員会を代表し、会務を総理する。 

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名するサポート委員がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第6条 サポート委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 サポート委員会の会議は、サポート委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 サポート委員会の会議の議事は、出席したサポート委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(サポート委員会の所掌事務) 

第7条 サポート委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 第13条に規定する相談に関すること。 

(2) 第14条から第20条までに規定する子どもの権利救済に関すること。 

(3) 子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、必要な提言を市長に対して行うこと。 

(4) 市長の諮問に応じ、子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、答申すること。 

 

(サポート委員の責務) 

第8条 サポート委員は、その職務の遂行に当たっては、専ら子どもの最善の利益を考慮し、公的良心の喚起者として、子どもの権利

を擁護し、代弁するよう努めなければならない。 

2 サポート委員は、市の機関、民間子ども施設及び市民等との連携及び協力に努めなければならない。 

3 サポート委員は、その地位を政治的、営利的又は宗教的な目的のために利用してはならない。 

 

(サポート委員の守秘義務) 

第9条 サポート委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

(市の責務) 

第10条 市は、サポート委員会の制度が子どもを含む市民等に有意義に活用されるよう、積極的に広報その他の必要な施策を推進する。 

 

(市の機関の責務) 

第11条 市の機関は、第1条に規定する目的を踏まえ、サポート委員会の職務の遂行に関し、積極的に協力し、及び援助しなければな

らない。 

 

(民間子ども施設及び市民等の責務) 

第12条 民間子ども施設及び市民等は、第1条に規定する目的を理解し、サポート委員会の職務の遂行に関し、積極的に協力し、及び

援助するよう努めなければならない。 
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(相談) 

第13条 何人も、子どもの権利に関係する事項について、サポート委員会に相談をすることができる。 

2 サポート委員会は、前項の相談があったときは、相談者に対して、必要な助言又は支援を行うとともに、必要に応じて当該相談に

係る関係者間の調整を行う。 

 

(権利救済の申立て) 

第14条 権利侵害を受けたと思う子ども又はその保護者は、サポート委員会に対して、権利救済の申立てをすることができる。 

 

(調査の実施) 

第15条 サポート委員会は、前条の申立てを受けたときは、その申立ての内容を審査し、必要があると認めるときは、調査を実施する

ものとする。 

2 サポート委員会は、第13条に規定する相談の内容又は子どもの権利に関する独自に得た情報により必要があると判断したときは、

調査を実施することができる。 

3 サポート委員会は、前2項の調査を実施すべき内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該内容に関する調査を実施しない。 

(1) 議会の権限に属する事項であるとき。 

(2) 裁判係争中の案件であるとき。 

(3) サポート委員の活動及び身分に関するものであるとき。 

(4) 重大な虚偽が含まれているものであるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査の実施が相当でないことが明らかなものであるとき。 

4 サポート委員会は、調査開始後においても、前項各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、調査を中止することが

できる。 

 

第16条 サポート委員会は、必要があると認めるときは、市の機関に説明等を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又

はその写しを提出させることができる。 

2 サポート委員会は、必要があると認めるときは、民間子ども施設及び市民等に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めること

ができる。 

3 サポート委員会は、特に必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について、専門機関に対し調査、鑑定、分析等の依

頼をすることができる。この場合において、サポート委員会は、依頼した事項の秘密の保持に関し必要な措置を専門機関に対して講

じなければならない。 

 

(調査結果の通知及び勧告等の措置) 

第17条 サポート委員会は、前2条の調査の結果を申立人に通知するものとする。 

2 サポート委員会は、前2条の調査の結果に基づいて、市の機関に対し、子どもの権利を侵害する行為の是正等を求める勧告又は子ど

もの権利救済に関する制度改善等を求める意見表明を行うことができる。 

3 サポート委員会は、前2条の調査の結果に基づいて、民間子ども施設及び市民等に対し、必要な対応を促す要請を行うことができる。 

4 サポート委員会は、第2項の勧告若しくは意見表明又は前項の要請を行ったときは、その内容について申立人に通知するものとする。 
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(報告) 

第18条 市の機関は、前条第2項の勧告又は意見表明を受けたときは、適切な対応を図るとともに、サポート委員会に対して必要な報

告を行わなければならない。 

2 民間子ども施設又は市民等は、前条第3項の要請を受けたときは、適切な対応を図るとともに、サポート委員会に対して報告を行う

よう努めるものとする。 

3 サポート委員会は、前2項の報告があったときは、その内容を申立人に通知するものとする。 

 

(公表) 

第19条 サポート委員会は、子どもの最善の利益を図るために必要があると認めるときは、第15条及び第16条の規定に基づく調査の

結果、第17条第2項の勧告若しくは意見表明若しくは同条第3項の要請又は前条第1項若しくは第2項の報告の内容について公表する

ことができる。 

2 前項の規定による公表に際しては、個人情報の保護について、最大限に配慮しなければならない。 

 

(見守り支援) 

第20条 サポート委員会は、第15条から前条までに規定する事務が終了した場合においても、市の機関、民間子ども施設又は市民等

に対して、第15条及び第16条の規定に基づく調査を実施した子ども(以下「当該子ども」という。)の状況の確認を行うことができ

る。 

2 市の機関は、前項の確認を求められたときは、当該子どもの状況の報告を行わなければならない。 

3 民間子ども施設又は市民等は、第1項の確認を求められたときは、当該子どもの状況の報告を行うよう努めるものとする。 

 

(運営状況の報告等) 

第21条 サポート委員会は、この条例の運営状況について、年次ごとに市長に対して報告し、その内容を公表するものとする。 

2 サポート委員会は、子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、第7条第3号の提言を行ったときは、その内容について公表す

るものとする。 

3 前2項の規定による公表に際しては、個人情報の保護について、最大限に配慮しなければならない。 

 

(相談員) 

第22条 サポート委員会の下でその職務を補佐するため、子どもの権利サポート相談員を置く。 

 

(委任) 

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成26年11月1日から施行する。 

 

 

 



 

 

        

 

 

   
宝塚市子どもの権利サポート委員会事務局 

 

〒665-0867宝塚市売布東の町 12番 8号 

フレミラ宝塚２階 

 

ＴＥＬ 0797-91-2001（事務局） 

 

 ＴＥＬ 0120-931-170（相談専用電話） 

     

             

 

 


